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経過措置終了に向けた広報の実施について

令和７年12月２日以降、経過措置期間が終了し、健康保険証が使用できなくなることから、

12月以降の保険診療の受診方法や、マイナ保険証のメリットや使用方法、安全性などの利用

促進について周知広報を実施する。あわせて、最近の動向を踏まえ、マイナンバーカードの電子

証明書の有効期限切れへの注意喚起や、スマホ保険証についての説明も行う。
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令和７年 令和８年

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

WEB広報（11、12月に重点を置いて実施）

医療費通知への

チラシ同封（加入者宛）

チラシ・パンフレットを活用した広報

扶養調書・納入告知書への

チラシ同封（事業主宛）

各地方第一紙への
広告掲載

納入告知書への

チラシ同封

（事業主宛）

2025年9月10日開催第137回
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令和7年8月30日 読売新聞25面に掲載
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